
研
究
ノ
ー
ト

日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
神
職
の
研
究

北

本

み

ず

き

平
成
二
十
五
年
二
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
六
巻
第
一
号

抜
刷



研
究
ノ
ー
ト

皇
學
館
論
叢

第
四
十
六
巻
第
一
号

平

成

二

十

五

年

二

月

十

日

日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
神
職
の
研
究

北

本

み
ず
き

□

要

旨

紀
伊
国
に
鎮
座
さ
れ
る
日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
は
古
来
よ
り
紀
国
造
に

よ
っ
て
奉
斎
さ
れ
て
き
た
︒
中
世
に
は
国
造
を
中
心
に
一
三
の
職
掌
に
分

か
れ
た
神
職
が
奉
仕
し
︑
こ
れ
ら
の
様
子
は
﹃
日
前
宮
文
書
太
神
宮
神
事

記
﹄
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
近
世
は
天
正
一
三
年
に
豊
臣
秀
吉

に
よ
る
紀
州
攻
め
に
よ
り
︑
社
殿
が
破
壊
さ
れ
る
な
ど
し
て
お
り
︑
祭
祀

や
職
掌
の
面
で
も
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
変
化
は
﹃
日
前

国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄
を
見
る
と
明
か
で
あ
る
︒
本
論
で
は
﹃
日
前
宮
文

書
太
神
宮
神
事
記
﹄
を
用
い
て
︑
中
世
の
国
造
を
は
じ
め
上
﨟
・
中
﨟
・

下
﨟
の
神
職
の
職
掌
に
つ
い
て
検
討
し
︑
次
に
近
世
に
な
っ
て
特
に
特
殊

な
名
称
の
﹁
白
冠
﹂
の
職
掌
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
た
の
か

を
﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

日
前
神
宮
国
懸
神
宮
・
神
職
・
紀
氏
・
国
造

は

じ

め

に

日
前

ひ
の
く
ま

神
宮
・
国
懸

く
に
か
か
す

神
宮
︵
以
下
両
神
宮
を
総
称
す
る
場
合
は
両
宮
・

当
宮
と
す
る
︶
は
和
歌
山
市
秋
月
に
鎮
座
さ
れ
︑
同
一
境
内
の
西
に
日
前

大
神
を
祭
る
日
前
神
宮
︑
東
に
国
懸
大
神
を
祭
る
国
懸
神
宮
が
並
立
し
︑

古
来
よ
り
紀
伊
国
造
に
よ
っ
て
奉
斎
さ
れ
て
き
た
︒
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両
宮
の
祭
神
は
天
照
大
神
と
同
体
と
さ
れ
た
た
め
︑
神
階
や
勲
位
が
贈

ら
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
准
皇
祖
神
と
い
う
扱
い
を
受
け
て
き
た
︒
ま
た
養

老
七
︵
八
〇
六
︶
年
に
名
草
郡
が
神
郡
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
﹃
令
集
解
﹄

︵
新
訂
増
補
国
史
大

系
本
︑
四
六
九
頁

︶
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
朝
廷
よ
り
篤
く

処
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

両
宮
の
研
究
は
明
治
以
降
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
ら
は
国
造
・

祭
神
・
祭
祀
に
関
す
る
三
つ
の
分
野
に
大
別
で
き
る
︒

国
造
に
関
す
る
分
野
で
は
︑
真
弓
常
忠
氏
が
﹁
日
前
・
国
懸
神
宮
と
紀

国
造
﹂︵
﹃
復
刻
・
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸
神
宮
本
紀
大
畧
﹄

別
冊
付
録
﹃
ひ
の
く
ま
﹄︑
昭
和
五
九
年
一
一
月

︶
や
﹃
古
代
の
鉄
と
神
々
﹄

︵
昭
和
六
〇

年
九
月

︶
な
ど
で
産
鉄
と
紀
国
造
を
結
び
つ
け
た
見
解
を
発
表
さ
れ
て

い
る
︒
松
田
文
夫
氏
は
様
々
な
文
献
か
ら
国
造
に
関
す
る
記
事
を
抜
き
出

し
て
時
代
ご
と
に
ま
と
め
た
﹃
紀
州
史
の
紀
一
族
﹄︵
平

成

一

六

年
︑
私
家
版

︶
を
発
表

さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
鈴
木
正
信
氏
は
紀
伊
国
造
系
図
に
関
す
る
研
究
と

し
て
﹁
紀
伊
国
造
と
日
前
宮
鎮
座
伝
承
﹂︵
﹃
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
﹄
一

三
二
号
︑
平
成
一
九
年
八
月

︶・﹁
紀

伊
国
造
の
系
譜
と
そ
の
諸
本
﹂︵
﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄
二
〇

号
︑
平
成
二
〇
年
六
月

︶
を
発
表
さ
れ
て
い
る
︒

祭
祀
に
関
す
る
研
究
で
は
︑
高
井
昭
氏
が
﹁
中
世
日
前
国
懸
神
宮
の
本

殿
と
祭
祀
に
つ
い
て
﹂︵
﹃
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
研

究
報
告
集
﹄︑
平
成
二
年
五
月

︶
を
始
め
︑
本
殿
の
建
築

や
祭
祀
の
方
面
に
つ
い
て
数
多
く
の
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
︵
１
︶

︒
伊
藤
信

明
氏
は
﹁
日
前
・
国
懸
宮
の
応
永
六
年
神
事
記
に
つ
い
て
﹂︵
﹃
和
歌
山
県
立
文

書
館
紀
要
﹄
七

号
︑
平
成
一

四
年
三
月

︶
に
お
い
て
︑
東
京
大
学
本
居
文
庫
所
蔵
で
応
永
六
︵
一
三
九

九
︶
年
に
著
わ
さ
れ
た
﹃
日
前
宮
文
書
太
神
宮
神
事
記
﹄
の
翻
刻
を
行
い
︑

祭
祀
の
次
第
な
ど
詳
細
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒

祭
祀
に
関
す
る
研
究
は
︑
特
に
祭
祀
に
奉
仕
す
る
神
職
に
つ
い
て
は
詳

し
い
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
︒
西
田
長
男
氏
が
﹁
日
本
の
聖
母
﹂︵
﹃
日本神

道
史
研
究
﹄
第
一
巻
︑

昭
和
五
三
年
四
月

︶
で
中
世
神
事
記
に
見
ら
れ
る
人
母
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
が
︑
神
職
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
応
永
六
年
の
﹃
日
前
宮
文
書
太
神
宮
神
事
記
﹄
で
惣
官
と
称

さ
れ
る
国
造
︑
そ
の
下
に
上
﨟
・
中
﨟
・
下
﨟
と
分
か
れ
た
一
三
の
中
世

の
神
職
を
検
討
し
︑
次
に
﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄︵
﹃
官
幣
大
社
日
前
神

宮
国
懸
神
宮
本
紀
大

畧
﹄

所
収

︶
に
拠
っ
て
︑
人
数
が
少
な
く
な
っ
た
近
世
の
神
職
の
奉
仕
の
内
容
︑

そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

第
一

中
世
の
神
職
の
職
掌

中
世
の
当
宮
の
祭
祀
に
関
し
て
は
応
永
六
︵
一
三
九
九
︶
年
成
立
の

﹃
日
前
宮
文
書
太
神
宮
神
事
記
﹄︵
以
下
﹃
神
事
記
﹄︶
が
二
月
と
三
月
の

一
部
を
欠
く
も
の
の
質
と
量
が
充
実
し
て
お
り
︑
そ
の
内
容
か
ら
神
事
の

流
れ
や
各
職
掌
の
奉
仕
の
様
子
が
よ
く
分
か
る
︒
ま
た
神
事
に
奉
仕
し
た

神
職
の
職
掌
に
つ
い
て
は
﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
︵
２
︶

﹄・﹃
紀
伊
続
風
土

記
︵

︶
﹄
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
各
職
掌
の
名
称
・
員
数
が
記
述
さ
れ
る
の

3み
で
︑
そ
の
家
筋
や
奉
仕
の
内
容
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

上
﨟

白
冠
︵
二
人
︶︑
人
母
︵
二
人
︶︑
行
事
︵
二
人
︶

日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
神
職
の
研
究
︵
北
本
︶
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中
﨟

相
見
︵
二
人
︶︑
大
内
人
︵
二
人
︶︑
火
焼
︵
二
人
︶︑

権
内
人
︵
二
人
︶︑
大
案
主
︵
六
人
︶

下
﨟

酒
殿
守
︵
一
人
︶︑
土
師
︵
二
人
︶︑
御
琴
引
︵
二
人
︶︑

案
主
︵
二
五
人
︶︑
内
人
︵
六
人
︶

右
に
上
げ
た
も
の
は
﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄﹁
日
前
宮
古
代
神

官
之
事
﹂︵
復
刻
・
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸

神
宮
本
紀
大
畧
所
収
本
︑
八
九
頁

︶
に
記
述
さ
れ
た
一
三
の
職
掌
で
あ
る
︒

下
﨟
に
つ
い
て
は
﹃
神
事
記
﹄
の
﹁
第
十
六
神
官
中
﨟
案
主
等
補
任
時

経
営
幷
用
途
事
﹂
の
条
に
﹁
酒
殿
守

上
進
五
貫
文
是
ヨ
リ
案
主

︑﹂︵
伊
藤
信

明
氏
翻

刻

本
︑

六
四
頁

︶
と
︑
酒
殿
守
以
降
の
神
職
は
案
主
と
記
述
の
あ
る
こ
と
か
ら
︑

案
主
は
下
﨟
神
職
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

神
職
以
外
で
神
社
に
奉
仕
し
て
い
る
の
は
︑
青
侍
せ
い
じ

と
呼
ば
れ
る
武
官
や

楽
人
︑
そ
の
他
の
職
人
等
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
青
侍
は
神
社
に
奉
仕
す
る

武
官
を
指
し
︑﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄︵
復
刻
・
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸

神
宮
本
紀
大
畧
所
収
本
︑
九
〇
頁

︶

に
は
神
職
達
に
続
い
て
次
の
一
三
の
役
職
を
記
し
て
い
る
︒

御
台
番
・
新
火
所
・
所
司
・
老
者
・
近
習
・
シ
ブ
ツ
シ
ョ
・
公
文
所
・

畠
公
文
所
・
宮
奉
行
・
月
奉
行
・
寺
奉
行
後
見
・
布
衣
侍

右
武
人
也
︑
又
兼
二
上
﨟
之
役
一
︑

︵
復
刻
・
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸

神
宮
本
紀
大
畧
所
収
本
︑
九
〇
頁

︶

こ
の
記
述
の
通
り
︑
武
官
が
上
﨟
の
役
を
兼
ね
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま

た
宮
奉
行
は
﹁
神
官
一
人
︑
青
侍
二
人
︑
年
替
之
勤
﹂︵
同

本
︑

九
〇
頁

︶
と
し
て
い
る
︒

楽
人
は
そ
の
名
称
の
通
り
楽
を
奉
仕
す
る
者
で
あ
り
︑
伶
人
・
巫
女
・

験
子
げ
ん
ご

が
属
す
る
︒
伶
人
は
神
事
記
の
中
で
は
﹁
南
座
之
侍
﹂・﹁
散
所
神
人
﹂
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祭
事
に
奉
仕
す
る
︒
祝
詞
奏
上
︑
和
琴
・
唱

歌
の
奉
仕

人
母
︵
ひ
と
も
︶

二
人

祭
事
に
奉
仕
す
る
︒
荷
前
を
進
め
︑
祝
詞
奏

上
を
奉
仕
す
る
︒
玉
殿
に
入
る
こ
と
が
で
き
る

白
冠
︵
は
っ
か
ん
︶

上
﨟

一
人

国
造
︒
一
社
を
総
官
す
る

惣
官
︵
そ
う
か
ん
︶

員

数

職

業

職

名

祭
事
の
庶
務
を
掌
る
︒
開
扉
の
奉
仕

火
焼
︵
ほ
た
い
︶

二
人

祭
事
の
庶
務
を
掌
る

大
内
人
︵
お
お
う
ち
び
と
︶

二
人

祭
事
に
庶
務
を
掌
る
︒
惣
官
の
幣
を
神
前
に

進
め
る
︒
中
言
祝
・
櫃
目
代
︵
座
上
相
見
︶

を
兼
ね
る

相
見
︵
あ
い
み
︶

中
﨟

二
人

宮
奉
行
︒
祭
事
の
庶
務
︒
行
列
に
供
奉
す
る

行
事
︵
ぎ
ょ
う
じ
︶

二
人

神
事
に
使
用
す
る
土
器
の
製
作
︒
直
会
で
酒

以
外
を
神
職
に
進
め
る

土
師
︵
は
じ
︶

一
人

酒
殿
庁
の
頭
︒
直
会
御
供
・
酒
を
進
め
る
︒

和
迎
の
設
置

酒
殿
守
︵
さ
か
ど
の
の
か
み
︶

下
﨟

六
人

祭
事
の
庶
務
を
掌
る

大
案
主
︵
だ
あ
ず
︶

二
人

祭
事
の
庶
務
を
掌
る

権
内
人
︵
ご
ん
う
ち
び
と
︶

二
人

六
人

祭
務
を
掌
る
︒
若
輩
の
案
主

内
人
︵
う
ち
び
と
︶

二
十
五
人

祭
務
を
掌
る

案
主
︵
あ
す
︶

二
人

案
主
両
座
の
頭

御
琴
引
︵
み
こ
と
び
き
︶

二
人

︻
表
１
︼



と
い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

巫
女
は
舞
を
奉
仕
す
る
が
︑
巫
女
と
験
子
の
他
に
﹃
神
事
記
﹄
中
に
は

﹁
悠
紀
﹂・﹁
悠
紀
巫
﹂
と
い
う
名
称
が
見
ら
れ
る
︒﹁
悠
紀
﹂
は
一
般
に
は

神
聖
な
と
い
う
意
味
で
︑
ま
た
神
聖
な
酒
を
意
味
す
る
﹁
斎
酒
﹂
も
指
す
︒

﹃
神
事
記
﹄
の
相
嘗
祭
の
﹁
餝
神
殿
﹂
の
条
で
は
﹁
次
祭
方
土
師
於
南
御

戸
困
外
祝
土
師
慶
盃

是
也

盛
二

御
酒
一

而
授
二

悠
紀
一

申
二

御
先
一三
声
︑
四
ヶ
度

進
レ

之
悠
紀
左
手
黒
御
酒
右
手
白
御
酒
也
︑
又
御
酒
第
一
時
右

手
一
ハ
白
冠
手
水
盛
レ

之
︑
四
度
之
時
又
如
此
云
々
︑

白
冠
後
様
進
レ

之
﹂︵
伊
藤
信

明
氏
翻

刻

本
︑

四
九
頁

︶
と
あ
り
︑
土
師
か
ら
御
酒
の
入
っ
た
土
器
を
悠
紀
に
授
け
︑
受

け
取
っ
た
悠
紀
が
そ
れ
を
白
冠
に
渡
し
て
い
る
︒
悠
紀
と
い
う
名
称
が
楽

人
の
う
ち
に
な
い
こ
と
か
ら
︑
巫
女
の
中
で
こ
れ
に
奉
仕
す
る
者
が
特
別

に
悠
紀
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

験
子
は
﹃
神
事
記
﹄
の
中
に
見
ら
れ
な
い
た
め
︑
そ
の
奉
仕
の
内
容
は

不
明
で
あ
る
︒
ま
た
こ
れ
ら
の
他
に
雑
色
や
大
工
な
ど
︑
雑
務
や
専
門
の

職
に
従
事
す
る
者
も
い
る
︒

以
下
︑
神
職
に
つ
い
て
位
の
高
い
順
の
国
造
・
上
﨟
・
中
﨟
・
下
﨟
の

順
番
で
取
り
上
げ
て
説
明
し
た
い
︒
な
お
︑
各
職
掌
の
読
み
は
﹃
神
事
記
﹄

の
﹁
第
十
六
神
官
中
﨟
案
主
等
補
任
時
経
営
幷
用
途
事
﹂
に
よ
っ
た
︒

第
二

国
造

惣
官

そ
う
か
ん

日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
は
古
代
よ
り
紀
伊
国
造
に
よ
っ
て
奉
斎
さ

れ
て
い
る
︒
紀
伊
国
造
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
︑
紀
氏
集
団
と
呼
ば
れ

る
在
地
勢
力
の
集
合
体
で
あ
り
︑
彼
ら
の
中
に
は
水
上
交
通
に
関
す
る

能
力
の
優
れ
た
海
人
集
団
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
︑
大
和
朝
廷
は
紀
氏

集
団
を
重
視
し
て
い
た
︒
六
世
紀
前
半
に
は
紀
氏
集
団
は
大
和
朝
廷
の

国
造
制
の
導
入
に
よ
っ
て
紀
伊
国
造
と
な
り
︑
大
化
改
新
以
降
も
紀
氏

は
国
造
と
し
て
任
命
さ
れ
︑
名
草
郡
の
郡
司
を
兼
任
し
て
い
た
︒

国
造
が
新
た
に
就
任
す
る
際
の
儀
式
が
﹃
貞
観
儀
式
﹄
の
﹁
太
政
官

曹
司
庁
任
紀
伊
国
造
儀
﹂︵
神
道
大
系
本
︑
八

七
～
二
八
八
頁

︶
の
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る

が
︑
国
造
の
就
任
儀
礼
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
紀
伊
国
造
と
出
雲

国
造
だ
け
で
あ
る
︒﹃
貞
観
儀
式
﹄
の
時
代
の
紀
伊
国
造
の
就
任
儀
礼

の
記
録
に
つ
い
て
は
現
存
し
て
い
な
い
た
め
︑
不
明
で
あ
る
︒

紀
伊
国
造
の
就
任
儀
礼
の
記
録
は
中
世
の
も
の
が
多
く
︑
高
井
昭

氏
が
﹁
中
世
紀
伊
国
造
の
譲
補
の
儀
に
つ
い
て
︱
五
八
代
国
造
親
文

︵
暦
応
三
年
︶
を
中
心
と
し
て
︱
﹂︵
﹃
建
築
史
論
聚
﹄︑

平
成
一
六
年
八
月

︶
で
︑
現
在
確
認
で

き
る
就
任
儀
礼
に
関
す
る
史
料
を
紹
介
︑
分
類
さ
れ
て
い
る
︒
記
録
が

残
っ
て
い
る
の
は
暦
応
三
︵
一
三
四
〇
︶
年
就
任
の
五
八
代
親
文
か
ら

延
徳
四
︵
一
四
九
二
︶
年
元
服
の
六
五
代
俊
調
ま
で
で
あ
る
︒
こ
れ
ら

日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
神
職
の
研
究
︵
北
本
︶
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の
就
任
記
録
は
﹁
譲
補
記
﹂・﹁
譲
補
日
記
﹂
と
題
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑

日
記
形
式
で
一
連
の
儀
式
の
内
容
を
伝
え
る
︒

こ
れ
ら
の
中
で
最
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
暦
応
三
年
︵
一

三
四
〇
︶
に
就
任
し
た
五
八
代
親
文
の
も
の
で
︑
紀
伊
国
出
発
か
ら
上

洛
の
後
に
現
地
の
公
家
達
と
対
面
︑
官
符
を
頂
い
て
神
社
に
帰
る
ま
で

の
様
子
を
記
し
て
い
る
︒.

一
連
の
儀
礼
の
中
で
特
徴
的
な
の
が
︑
官
符
を
頂
い
て
神
社
に
帰
る

道
中
︑
所
定
の
場
所
で
禊
祓
が
何
度
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

ま
ず
帰
郷
の
道
中
の
五
箇
所
︵
七
条
西
朱
雀
・
水
浜
・
丹
生
明
神
社
・

志
津
川
・
高
宮
西
麓
︶
で
禊
祓
を
行
い
︑
神
社
に
到
着
し
て
か
ら
も
さ

ら
に
名
草
郡
中
に
定
め
ら
れ
た
七
箇
所
︵
納
良
瀬
・
野
乃
辺
戸
・
蓑
島
・

千
寿
河
原
・
溝
内
・
直
海
谷
・
芝
原
池
︶
で
七
瀬
祓
を
執
り
行
っ
て
い

る
︒
七
瀬
祓
を
終
え
た
そ
の
日
の
夜
に
﹁
火
下
﹂
と
呼
ば
れ
る
儀
式
が

行
わ
れ
る
が
︑
こ
の
儀
式
に
国
造
は
参
加
せ
ず
両
人
母
・
酒
殿
守
・
両

土
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
︑
式
次
第
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒

就
任
の
年
齢
に
つ
い
て
は
高
井
氏
が
三
八
代
奉
世
か
ら
七
六
代
尚
長

ま
で
の
歴
代
国
造
に
つ
い
て
︑
就
任
・
引
退
・
死
亡
の
年
を
表
に
さ
れ

て
い
る
︵
﹁
中
世
紀
伊
国
造
の
譲
補
の
儀
に
つ
い
て
︱
五
八
代
国
造
親
文
︵
暦
応
三
年
︶

を
中
心
と
し
て
︱
﹂﹃
建
築
史
論
聚
﹄︑
平
成
一
六
年
八
月
︑
八
〇
～
八
一
頁

︶︒
そ

れ
に
よ
れ
ば
就
任
し
た
年
齢
が
分
か
っ
て
い
る
国
造
は
全
て
二
〇
歳

に
な
っ
て
い
な
い
少
年
達
で
あ
り
︑
多
く
は
中
高
年
ま
で
在
職
し
て

い
る
︒

﹃
神
事
記
﹄
に
は
﹁
惣
官
御
方
︵
国
造
ヲ
云
︶
朝
拝
事
﹂︵
伊
藤
信
明
氏

翻
刻
本
︑
二

五頁

︶
と
あ
り
︑﹃
神
事
記
﹄
中
で
は
国
造
の
こ
と
を
﹁
惣
官
﹂
と
呼
ん

で
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
惣
官
は
全
体
を
管
理
統
轄
す
る
職
や
立
場
の

者
で
あ
り
︑
ま
た
荘
官
の
長
と
し
て
荘
園
の
管
理
に
あ
た
る
職
を
指
す

名
称
で
あ
る
︒
当
宮
の
他
に
讃
岐
国
一
宮
の
田
村
神
社
も
惣
官
の
職
掌

名
を
用
い
て
い
る
︒

国
造
は
自
ら
祝
詞
を
奏
上
す
る
こ
と
は
な
く
︑
奉
幣
や
舞
︑
禊
祓
を

行
い
︑
直
会
の
御
饌
・
御
酒
を
頂
く
な
ど
︑
他
の
神
職
に
比
べ
目
立
っ

た
奉
仕
が
無
い
の
が
特
徴
で
あ
る
︒

第
三

上
﨟
の
神
職

白
冠

は
つ
か
ん

当
社
に
奉
仕
す
る
神
職
の
う
ち
で
は
国
造
に
次
い
で
上
位
の
神
職

で
あ
る
︒
そ
の
定
め
ら
れ
た
人
数
は
二
人
で
︑
上
か
み
の

白
冠
・
下
し
も
の

白
冠
に

分
か
れ
る
︒﹃
日
前
宮
文
書
太
神
宮
神
事
記
﹄
中
で
は
国
懸
神
宮
を
﹁
上

宮
﹂・﹁
国
懸
宮
﹂
と
呼
び
︑
日
前
神
宮
を
﹁
下
宮
﹂・﹁
日
前
宮
﹂
と
呼

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
︑
高
井
昭
氏
は
上
白
冠
は
上
宮
︑
下
白
冠
は
下
宮

に
所
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵
﹁
中
世
に
お
け
る
日
前
・
国
懸
神
宮
の
神
事
︱
そ

の
相
違
点
を
中
心
に
し
て
︱
﹂﹃
神
道
及
び
神
道

史
﹄
五
二
号
︑
平
成
六

年
一
一
月
︑
三
五
頁

︶︒

﹁
白
冠
﹂
の
名
称
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
が
︑
白
冠
が
名
称
の
通
り

に
白
い
冠
を
被
っ
て
い
た
と
思
わ
せ
る
記
事
が
存
在
す
る
︒﹃
中
右
記
﹄
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天
仁
二
︵
一
一
〇
九
︶
年
一
一
月
六
日
条
に
は
﹁
従
二
田
中
一
乗
馬
者
︑

有
レ

戴
二

白
宝
冠
一
︑
大
驚
問
之
︑
是
日
前
国
懸
之
宮
與
多
よ

た

云
々
﹂︵
増補

史
料
大
成
本
三

巻
︑
四
五
一
頁

︶
と
あ
り
︑
ま
た
﹃
明
月
記
﹄
建
仁
元
︵
一
二
〇
一
︶
年

一
〇
月
八
日
条
に
は
﹁
社
司
指
唐
笠
来
︑
不
当
日
影
料
云
々
︑
普
通
束
帯
也
︑
但
此

男
大
宮
司
子
男
云
々
︑
於
其
父
者
︑
戴
紙

冠
不
出
戸
外
︑

僅
見
在
戸
内
︑

﹂︵
国
書
刊
行
会
本
一

巻
︑
二
一
一
頁

︶
と
見
ら
れ
る
︒
松
田
文
夫
氏
は
﹁
與
多
﹂

は
神
社
を
統
轄
す
る
俗
別
当
と
見
て
︑
白
冠
と
理
解
さ
れ
て
い
る

︵
﹃
日
前
・
国
懸
神
宮
史
﹄
私

家
版
︑
平
成
一
九
年
︑
七
頁

︶︒

冠
の
形
状
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
︑
同
時
代
に
は
紙
冠

か
み
か
ぶ
り

と
呼
ば
れ

る
紙
製
の
冠
が
存
在
し
て
い
た
︒
紙
冠
は
三
角
形
の
紙
を
額
に
当
て
る

も
の
で
︑
現
在
は
葬
儀
で
死
者
の
額
に
付
け
る
が
︑
死
者
に
被
せ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
中
世
以
降
の
こ
と
で
︑
そ
れ
以
前
は
剃
髪
し
た
法
体

の
陰
陽
師
な
ど
が
祓
戸
で
修
祓
す
る
際
に
着
用
し
た
り
︑
子
供
な
ど
が

被
っ
た
り
す
る
疑
似
の
冠
で
あ
っ
た
︒

高
井
氏
は
﹃
日
前
国
懸
両
宮
大
雙
紙
︵
４
︶

﹄
の
﹁
十
一
月
相
嘗
御
祭
之
次

第
﹂
の
﹁
大
集
祭
﹂
の
条
に
︑
白
冠
は
自
ら
の
冠
に
御
酒
を
供
え
る
と

あ
り
︑
神
事
の
前
夜
ま
で
一
年
間
髪
を
洗
わ
な
い
と
あ
る
記
事
を
紹
介

さ
れ
て
お
り
︑
玉
殿
内
の
白
冠
は
神
の
依
代
的
性
格
も
し
く
は
神
に
奉

仕
す
る
代
表
者
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵
﹁
中
世
に

お
け
る
日

前
・
国
懸
神
宮
の
神
事
の
研
究
︱
そ
の
相
違
点
を
中
心
に
し
て

︱
﹂﹃
神
道
及
び
神
道
史
﹄
五
二
号
︑
平
成
六
年
一
一
月
︑
二
二
頁

︶︒
ま
た
﹃
神
事
記
﹄

の
﹁
大
集
祭
﹂
条
の
﹁
庭
立
御
祭
御
殿
鎮
次
第
﹂
に
﹁
白
冠
有
御
冠
上
﹂

︵
伊
藤
信
明
氏
翻

刻
本
︑
五
一
頁

︶
と
あ
る
︒

白
冠
の
祭
祀
で
の
奉
仕
を
簡
単
に
述
べ
れ
ば
︑
荷
前
を
神
前
に
進
め

る
こ
と
︑
祝
詞
奏
上
が
そ
れ
で
あ
る
︒
祝
詞
奏
上
は
専
ら
人
母
が
奉
仕

す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
い
く
つ
か
の
祭
で
は
白
冠
に
よ
っ
て
祝
詞
奏
上

が
奉
仕
さ
れ
て
い
る
︒
白
冠
が
行
う
祝
詞
奏
上
の
う
ち
正
月
一
四
日

都
鎮
部

と

ち

ん

べ

御
祭
︑
一
六
日
御
鍬
山
御
祭
︑
一
一
月
一
六
日
相
嘗
祭
玉
殿
荘

祭
︑
一
二
月
一
七
日
玉
殿
荘
祭
で
は
︑﹁
御
宇
餼

み

う

け

祝
詞
﹂・﹁
美
宇
気
祝

詞
﹂
と
呼
ば
れ
る
祝
詞
が
奏
上
さ
れ
る
︒
祝
詞
の
内
容
は
不
明
で
︑
名

称
の
意
味
等
も
推
測
の
域
を
出
な
い
が
︑﹁
御
﹂
は
敬
意
を
示
し
︑﹁
ウ

ケ
﹂
は
食
物
を
指
す
語
で
あ
る
の
で
︑
神
饌
に
関
す
る
祝
詞
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
白
冠
は
惣
官
を
含
め
た
神
職
の
中
で
唯
一
玉
殿

た
ま
ど
の

に
入
る
こ
と

が
で
き
る
︒
玉
殿
は
内
宮
と
呼
ば
れ
る
本
殿
内
部
の
中
に
存
在
し
︵
５
︶

︑
こ

の
中
に
入
る
の
は
相
嘗
祭
の
玉
殿
荘
祭
と
相
嘗
祭
大
集
祭
の
時
だ
け
で

あ
る
︒
白
冠
は
こ
こ
で
神
前
に
御
饌
・
御
酒
を
供
え
る
が
︑
そ
の
時
の

様
子
を
﹁
後
様
進
之
﹂︵
伊
藤
信
明
氏
翻

刻
本
︑
四
九
頁

︶・﹁
後
様
取
進
上
之
﹂︵
同

本
︑

五
一
頁

︶

と
記
し
て
い
る
︒
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
白
冠
は
神
職
の
中
で
も

特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

人
母

ひ
と
も

白
冠
に
次
ぐ
位
の
神
職
で
︑
定
め
ら
れ
た
人
数
は
二
人
で
︑﹁
馬

尽
人
母
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
﹁
東
人
母
﹂
と
﹁
南
人
母
﹂
が
い
る
︒
両
宮

の
位
置
関
係
を
見
る
と
︑
東
に
国
懸
神
宮
︑
西
に
日
前
神
宮
と
な
っ
て

い
る
︒
従
っ
て
東
人
母
は
国
懸
神
宮
の
所
属
だ
と
思
わ
れ
る
︒
し
か

し
︑
西
に
あ
る
日
前
神
宮
の
所
属
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
人
母
が
南
人
母

日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
神
職
の
研
究
︵
北
本
︶
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と
い
う
名
称
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
︵
６
︶

︒
ま
た
﹁
馬
尽
﹂
に
つ
い
て

も
読
み
・
意
味
は
不
明
で
あ
る
︵
７
︶

︒

祭
祀
で
は
︑
祝
師

の
つ
と
し

と
し
て
祝
詞
奏
上
の
奉
仕
︑
和
琴
や
唱
歌
や
︑
正

月
二
日
の
政
始
で
の
吉
書
︑
一
八
日
の
名
草
彦
御
祭
で
頭
文
を
書
く
等

の
奉
仕
を
し
て
い
る
︒
祝
詞
は
先
に
述
べ
た
白
冠
も
奉
仕
し
て
い
る

が
︑
両
宮
の
祝
詞
奏
上
の
多
く
は
人
母
が
奉
仕
す
る
︒
人
母
の
奉
仕
で

興
味
深
い
も
の
は
九
月
一
五
日
の
静
火

し
ず
ひ

御
祭
︵
８
︶

で
あ
る
︒
そ
の
一
部
を
示

す
と
﹁
両
人
母
奉
レ

着
二

惣
官
千
和
屋
一
人
母
一
人
不
参
之
時
︑

座
上
相
見
勤
レ

之
︑

次
座
上
人
母

以
レ
潮
入
二

土
器
一

先

立
置
レ

之
︑

灌
二
惣
官
袖
上
一
︑﹂︵
伊
藤
信
明
氏
翻

刻
本
︑
三
九
頁

︶・﹁
次
惣
官
御
座
仁

引
レ

幕
︑
又
庁
南
連
子
之
外
編
レ

萱
曳
レ

之
︑
座
上
人
母
献
二

草
枕
一
︑

有
二

誦
文
一
︑﹂︵
同

本
︑

四
〇
頁

︶
が
あ
る
︒
こ
こ
で
出
て
く
る
﹁
千
和
屋

ち

は

や

﹂
は

千
早
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
を
惣
官
に
着
せ
る
の
は

人
母
の
役
目
で
︑
さ
ら
に
そ
れ
に
潮
を
灌
ぐ
の
も
人
母
で
あ
る
︒﹁
草

枕
﹂
は
相
嘗
祭
玉
殿
荘
祭
の
条
に
﹁
酒
也御
手
洗
草
枕
﹂︵
同

本
︑

四
九
頁

︶
と
︑
御

手
洗
草
枕
は
酒
で
あ
る
と
注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

行
事

ぎ
よ
う
じ

﹁
東
行
事
﹂・﹁
西
行
事
﹂
の
二
人
ず
つ
が
定
め
ら
れ
て
お
り
︑
白

冠
・
人
母
と
異
な
り
︑
祭
祀
に
は
直
接
関
わ
ら
ず
︑
専
ら
祭
事
の
庶
務

を
掌
る
奉
行
人
と
し
て
の
印
象
が
強
い
︒

そ
の
奉
仕
の
一
部
を
記
す
と
︑
ま
ず
正
月
二
日
の
政
始
で
は
吉
書
の

本
を
酒
殿
御
櫃
か
ら
取
り
出
し
︑
執
筆
を
勤
め
る
人
母
に
授
け
︑
終

わ
っ
た
ら
こ
れ
を
御
櫃
に
戻
す
と
あ
る
︒
酒
殿
御
櫃
に
つ
い
て
の
説
明

は
見
ら
れ
な
い
が
︑
儀
礼
的
な
文
書
で
あ
る
吉
書
を
保
管
す
る
箱
で
︑

普
段
は
酒
殿
に
保
管
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
行
事
は
こ
の
酒
殿
御

櫃
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

正
月
十
六
日
の
御
鍬
山
御
祭
で
は
行
列
の
供
奉
を
す
る
︒
こ
れ
は
神

社
の
外
で
神
事
を
行
う
際
︑
惣
官
が
現
地
に
移
動
す
る
と
き
の
行
列
に

供
奉
す
る
こ
と
で
︑
こ
の
時
の
行
事
は
狩
衣
を
着
用
し
て
弓
と
太
刀
を

装
備
す
る
︒

四
月
と
一
一
月
の
上
申
日
の
氏
神
御
祭
︑
一
一
月
上
卯
日
の
鳴
神
社

祭
で
︑
惣
官
の
代
わ
り
に
行
事
が
参
詣
す
る
代
官
を
勤
め
る
︒
一
一
月

一
六
日
の
相
嘗
祭
玉
殿
荘
祭
で
は
祭
方
行
事
は
下
宮
女
客
殿
の
巽
角
で

御
札
を
読
む
︒

ま
た
青
侍
の
中
に
宮
奉
行
と
呼
ば
れ
る
役
職
が
見
ら
れ
︑
神
官
一
人

と
青
侍
二
人
が
一
年
交
代
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑
二
人
い
る

行
事
が
交
代
で
宮
奉
行
を
勤
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

第
四

中
﨟
の
神
職

相
見

あ
い
み

中
﨟
の
神
職
で
二
人
が
定
め
ら
れ
︑
祭
事
の
庶
務
を
掌
る
︒﹃
神

事
記
﹄
の
﹁
第
十
六
神
官
中
﨟
案
主
等
補
任
時
経
営
幷
用
途
事
﹂
の
大

内
人
の
項
目
に
﹁
私
云
︑
先
任
二

大
内
人
一
︑
而
後
任
二

相
見
一
︑﹂︵
伊藤

信
明
氏
翻
刻

本
︑
六
四
頁

︶
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
大
内
人
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
者
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が
昇
格
し
て
相
見
に
な
る
こ
と
が
分
か
る
︒
中
﨟
は
神
事
で
は
祭
具
の

準
備
な
ど
の
補
助
的
な
奉
仕
を
行
う
が
︑
相
見
は
境
内
に
あ
る

中
言
社

な
か
ご
と
の
や
し
ろ

の
祝
も
兼
ね
︑
座
上
相
見
は
さ
ら
に
堰
目
代

い
も
く
だ
い

も
兼
ね
る
︵

︶
︒
9

両
宮
で
の
奉
仕
で
は
︑
正
月
一
日
の
惣
官
小
朝
拝
で
惣
官
の
幣
を
受

け
取
っ
て
御
戸
下
に
立
て
︑
惣
官
の
参
宮
の
時
に
迎
え
を
勤
め
る
︒
ま

た
直
会
な
ど
で
酒
な
ど
を
惣
官
に
進
め
る
の
も
相
見
の
奉
仕
に
よ
る
︒

御
鍬
山
御
祭
・
相
嘗
祭
玉
殿
荘
祭
で
惣
官
に
木
綿
を
結
び
︑
正
月
一
六

日
御
殿
鎮
・
相
嘗
祭
庭
立
御
祭
御
殿
鎮
で
内
宮
掃
除
︑
御
壇
上
掃
除
を

奉
仕
す
る
︒

以
上
か
ら
相
見
は
中
﨟
神
職
の
中
で
も
特
別
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た

と
推
察
す
る
︒
特
に
惣
官
の
幣
を
神
前
に
進
め
た
り
︑
参
宮
の
際
の
迎

え
等
が
あ
る
よ
う
に
︑
惣
官
と
接
す
る
場
面
が
上
﨟
神
職
達
と
比
べ
て

多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
︒

大
内
人

お
お
う
ち
び
と

﹁
内
人

う
ち
び
と

﹂
は
神
宮
・
熱
田
神
宮
・
香
取
社
に
見
ら
れ
る
職
掌
で
︑

神
宮
で
は
宿
直
や
酒
食
の
こ
と
を
掌
っ
た
︒
当
宮
の
場
合
は
﹁
大
内

人
﹂・﹁
権
内
人
﹂・﹁
内
人
﹂
が
あ
り
︑
大
内
人
は
二
人
が
定
め
ら
れ
て

い
る
︒

そ
の
奉
仕
は
正
月
一
日
に
神
官
が
惣
官
御
方
本
亭
に
参
る
際
に
︑
神

官
を
案
内
す
る
︒
静
火
御
祭
で
は
大
内
人
が
﹁
千
和
也
︵

︶
﹂
を
裁
つ
と
記

10

さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
こ
の
祭
に
は
中
﨟
に
よ
る
舞
が
あ
る
が
︑
そ
の
中

で
大
内
人
は
陣
長
を
勤
め
る
︒
陣
長
は
人
長
の
こ
と
と
思
わ
れ
︑
舞
人

の
長
の
こ
と
を
い
う
︒
他
の
神
職
と
比
較
し
︑
神
事
で
の
奉
仕
に
関
す

る
記
述
が
少
な
い
こ
と
か
ら
︑
神
事
よ
り
も
実
務
的
な
方
面
で
の
奉
仕

の
方
が
多
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︒

火
焼

ほ
た
い

一
般
的
に
﹁
ひ
た
き
﹂
と
読
ま
れ
庭
燎
を
焚
く
こ
と
や
︑
そ
の
役

目
の
こ
と
を
指
す
︒﹃
神
事
記
﹄
の
﹁
第
十
六
神
官
中
﨟
案
主
等
補
任

時
経
営
幷
用
途
事
﹂
の
権
内
人
の
項
に
﹁
権
内
人
後
任
二

火
焼
一
﹂︵
伊藤

信
明
氏
翻
刻

本
︑
六
四
頁

︶
と
記
さ
れ
︑
二
人
が
定
め
ら
れ
る
︒

神
事
で
は
︑
都
鎮
部
御
祭
に
お
い
て
御
殿
の
扉
を
開
き
︑
都
鎮
部
御

祭
と
都
鎮
部
御
祭
御
殿
鎮
・
相
嘗
祭
上
宮
御
酒
造
・
相
嘗
祭
玉
殿
荘
祭

で
御
殿
の
中
に
あ
る
天
塚

あ
ま
つ
か

と
い
う
灰
に
玉
物
酒
と
呼
ば
れ
る
角
瓶
子
に

入
っ
た
酒
を
灌
ぐ
︒
七
月
一
五
日
の
津
万
牟
幾
御
祭
で
は
︑
白
冠
が
稲

穂
を
焼
き
︑
そ
の
焼
き
残
り
を
火
焼
が
焼
き
尽
く
す
︒
名
称
の
意
味
は

不
明
だ
が
︑
庭
燎
の
奉
仕
も
行
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

権
内
人

ご
ん
う
ち
び
と

二
人
が
定
め
ら
れ
る
︒
正
月
一
日
の
饗
膳
で
人
母
と
行
事
の
食

事
を
権
内
人
と
大
案
主
が
運
ぶ
こ
と
が
記
さ
れ
︑
政
始
で
は
鯉
を
切
る

復
包
丁
の
役
に
火
焼
と
権
内
人
の
う
ち
か
ら
選
ば
れ
る
︒
七
日
の
白
馬

で
馬
を
草
宮
・
鳴
神
社
に
献
ず
る
役
に
権
内
人
・
大
案
主
の
内
よ
り
定

め
ら
れ
る
︒
同
じ
よ
う
に
六
月
吉
日
三
名
方

み

な

か

た

冨
御
祭
で
も
﹁
中
﨟
一

人
︑
馳
馬
二
番
﹂︵
伊
藤
信
明
氏
翻

刻
本
︑
三
六
頁

︶
で
権
内
人
・
大
案
主
の
間
か
ら
選
出

さ
れ
て
い
る
︒

大
案
主
は
権
内
人
よ
り
も
位
の
低
い
中
﨟
の
神
職
で
︑
中
﨟
の
中
で

日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
神
職
の
研
究
︵
北
本
︶
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は
最
も
位
の
低
い
職
掌
で
あ
る
︒

大
案
主

だ

あ

ず

当
宮
は
﹁
大
案
主
﹂
と
﹁
案
主
あ

す

﹂
が
お
り
︑
大
案
主
は
中
﨟
の

神
職
で
六
人
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒﹃
神
事
記
﹄
中
で
は
権
内
人
と
大

案
主
の
間
で
役
を
選
ぶ
記
述
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
︒
権
内
人
と
奉
仕

の
内
容
は
大
差
な
い
が
︑
一
〇
月
吉
日
の
調
庸
御
祭
の
官
人
の
芝
手
水

や
相
嘗
祭
大
集
祭
の
官
人
の
﹁
ヤ
ツ
イ
カ
ハ
ラ
ケ
︵

︶
﹂
は
末
座
の
案
主
が

11

勤
め
る
と
あ
る
︒

第
五

下
﨟
の
神
職

酒
殿
守

さ
か
ど
の
の
か
み

土
師
と
共
に
酒
殿
庁
に
所
属
す
る
案
主
で
︑
一
人
が
定
め
ら

れ
る
︒
酒
殿
庁
に
は
﹁
屋
神
子

や

み

こ

﹂
と
呼
ば
れ
る
社
が
あ
り
︑
正
月
上
卯

日
に
は
酒
殿
守
が
卯
杖
を
献
じ
る
と
あ
る
︒
酒
殿
庁
に
所
属
す
る
の
は

酒
殿
守
の
他
に
土
師
が
二
人
い
る
︒
酒
殿
守
と
い
う
名
称
か
ら
察
す
る

に
︑
酒
殿
庁
を
取
り
ま
と
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒

神
事
中
で
は
﹁
饗
膳
﹂
や
﹁
勧
盃
﹂
な
ど
で
の
酒
や
直
会
御
供
を
進

め
る
と
あ
り
︑
そ
の
場
に
い
る
神
職
達
に
酒
を
注
い
だ
り
す
る
役
だ
っ

た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
他
︑﹁
和

迎

や
ま
と
む
か
え

﹂
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
設
置
す

る
の
も
酒
殿
守
で
あ
る
︒
こ
れ
は
机
の
上
に
置
か
れ
た
土
器
の
こ
と

で
︑
惣
官
・
白
冠
・
人
母
が
笏
で
こ
れ
を
落
と
す
と
あ
る
︵
伊
藤
信
明
氏
翻

刻
本
︑
三
〇
頁

︶︒

土
師

は

じ

酒
殿
守
と
同
じ
く
酒
殿
庁
に
所
属
し
︑
二
人
が
定
め
ら
れ
て
い

る
︒
直
会
等
で
酒
以
外
の
食
物
を
神
職
に
進
め
た
り
︑
正
月
上
卯
日
に

卯
杖
︑
六
日
に
破
竹
な
ど
︑
季
節
ご
と
に
両
宮
の
忌
殿
内
に
祀
ら
れ
る

嫥
御
前

と
う
べ
の
ご
ぜ
ん

へ
献
ず
る
︒
ま
た
正
月
七
日
の
白
馬
に
神
木
を
捧
げ
て
御
先

申
し
︑
そ
の
後
に
白
馬
を
引
い
て
列
に
続
く
と
あ
る
︒
神
木
に
関
し
て

は
︑
正
月
一
四
日
の
都
鎮
部
御
祭
の
﹁
土
師
取
二

本
神
木
一

立
二

新
神

木
一
﹂︵
伊
藤
信
明
氏
翻

刻
本
︑
二
八
頁

︶︑
七
月
一
五
日
津
万
牟
幾
御
祭
の
﹁
穴
宮
上
立
二

神
木
一
﹂︵
同

本
︑

三
七
頁

︶
に
見
ら
れ
る
︒

そ
の
他
︑
相
嘗
祭
で
土
師
の
姿
を
多
く
見
ら
れ
︑
慶
盃
造
事
﹁
祭
方

土
師
以
二

埴
土
一

作
レ

之
﹂︵
同

本
︑

四
七
頁

︶︑
慶
盃
伏
事
﹁
土
師
以
レ

糠
焼
レ

之
﹂・
慶
杯
起
事
﹁
土
師
起
レ

之
﹂︵
同

本
︑

四
七
頁

︶︑
玉
殿
荘
祭
﹁
ヤ
フ
タ
キ

ト
ハ
祭
方
土
師
兼
日
ヨ
リ
ツ
チ
ヲ
以
テ
丸
ニ
作
テ
﹂︵
同

本
︑

四
九
頁

︶
と
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
相
嘗
祭
に
使
用
す
る
土
器
を
調
製
す
る
行
事
で
︑
土
師
は
神

事
に
使
用
す
る
土
器
等
の
製
作
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

御
琴
引

み
こ
と
び
き

案
主
両
座
の
頭
で
二
人
と
定
ま
っ
て
い
る
が
︑﹃
神
事
記
﹄
の

中
に
は
見
ら
れ
な
い
︒
両
座
は
日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
こ
と
を
指

し
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
所
属
す
る
案
主
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
と
い
う
意
味

に
も
解
釈
で
き
る
が
︑
こ
の
職
掌
に
関
す
る
記
述
は
無
い
の
で
不
明
で

あ
る
︒

案
主

あ

す

二
五
人
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
詳
細
に
つ
い
て
は
﹁
大
案
主
﹂

で
述
べ
た
が
︑
当
宮
の
場
合
は
雑
務
を
掌
る
下
級
の
神
職
を
指
す
の
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だ
ろ
う
︒

内
人

う
ち
び
と

若
輩
の
案
主
で
︑
六
人
を
定
め
る
︒﹃
神
事
記
﹄﹁
第
十
六
神
官
中

﨟
案
主
等
補
任
時
経
営
幷
用
途
事
﹂︵
同

本
︑

六
五
頁

︶
に
は
下
の
内
人
の
人
数

不
足
の
場
合
は
末
座
の
案
主
が
内
人
の
役
を
勤
め
る
と
あ
り
︑
そ
の
後

内
人
が
六
人
入
っ
て
来
た
時
に
は
︑
こ
の
案
主
達
は
座
上
の
案
主
に
任

ぜ
ら
れ
る
と
あ
る
︒

第
六

近
世
の
神
職
の
職
掌

﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄
の
﹁
当
宮
造
替
之
事
﹂
に
は
天
文
二
︵
一

五
三
三
︶
年
三
月
二
三
日
︑
永
禄
五
︵
一
五
六
二
︶
年
二
月
一
〇
日
に
炎

上
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︵
復
刻
・
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸
神
宮

本
紀
大
畧
所
収
本
︑
一
五
～
一
六
頁

︶︒

ま
た
天
正
一
三
︵
一
五
八
五
︶
年
に
は
豊
臣
秀
吉
が
紀
州
攻
め
を
行
っ

た
こ
と
が
︑﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄
の
﹁
豊
臣
太
閤
社
領
没
収
之

事
﹂︵
復
刻
・
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸

神
宮
本
紀
大
畧
所
収
本
︑
六
七
頁

︶
や
︑﹃
紀
伊
続
風
土
記
﹄
の
﹁
太
田
村
﹂

城
址
の
項
︵
巌
南
堂
書
店
本
︑
第
一

輯
︑
二
五
三
～
二
五
五
頁

︶
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
紀
州
攻
め
は
紀

州
征
伐
と
も
呼
ば
れ
︑
戦
国
時
代
に
行
わ
れ
た
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
紀
伊
へ
の
侵
攻
の
こ
と
で
あ
る
︒
当
宮
は
秀
吉
に
よ
っ
て
︑
社
殿
が

破
壊
さ
れ
︑
神
領
が
没
収
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
天
正
一
五
年
に
秀
吉
の
弟

の
秀
長
が
仮
殿
と
し
て
社
殿
を
復
興
し
︑
慶
長
六
︵
一
六
〇
一
︶
年
に
浅

野
幸
長
に
よ
っ
て
神
領
が
寄
進
さ
れ
た
︒
ま
た
寛
永
四
︵
一
六
二
七
︶
年

に
徳
川
頼
宣
に
よ
っ
て
社
殿
が
再
興
さ
れ
て
い
る
︒

紀
州
攻
め
の
混
乱
に
よ
り
当
宮
は
大
い
に
荒
廃
し
︑
祭
祀
は
も
と
よ
り

そ
の
職
掌
も
大
き
く
変
化
し
た
︒
近
世
の
神
職
に
つ
い
て
は
﹃
日
前
国
懸

両
大
神
宮
書
立
﹄﹁
当
時
社
人
之
事
﹂︵
復
刻
・
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸
神

宮
本
紀
大
畧
所
収
本
︑
一
〇
一
頁

︶
に
記

さ
れ
て
い
る
︒
当
時
と
は
﹃
書
立
﹄
が
提
出
さ
れ
る
文
化
七
︵
一
八
一
〇
︶

年
よ
り
も
前
の
こ
と
で
︑
そ
こ
に
は
社
人
・
社
役
人
・
青
侍
・
神
楽
座
に

つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
︒

社
人

社
人
は
八
人
と
記
さ
れ
︑
う
ち
相
見
一
人
︑
大
内
人
一
人
と
な
っ

て
い
る
︒
中
世
と
は
異
な
り
︑
近
世
は
家
筋
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特

徴
で
あ
る
︒
こ
の
八
家
を
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

相

見

江
川
・
島
田
・
福
田
・
田
中

古
代
火
焼

西
村
・
川
村

古
代
大
案
主

大
森
︵
断
絶
︶・
川
端

相
見
は
江
川
・
島
田
・
福
田
・
田
中
の
家
の
う
ち
︑
年
老
も
し
く
は

人
柄
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
︒
相
見
は
七
瀬
祓
を
行
い
︑
中
島
村
に
住

む
社
人
の
首
長
で
あ
る
︒
大
内
人
は
八
家
か
ら
年
老
・
人
柄
で
選
ば

れ
︑
相
見
の
次
席
の
神
職
に
な
る
︒

社
人
は
中
島
村
に
居
住
し
︑
古
く
か
ら
の
し
き
た
り
に
則
っ
て
︑
国

造
よ
り
そ
の
進
退
・
切
米
・
両
宮
の
賽
銭
な
ど
の
給
料
や
諸
事
を
定
め

ら
れ
る
︒
寛
文
三
︵
一
六
六
三
︶
年
ま
で
は
下
﨟
の
社
人
・
神
人
・
案

主
が
い
た
が
︑
こ
の
当
時
既
に
い
な
い
︵
復
刻
・
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸
神

宮
本
紀
大
畧
所
収
本
︑
一
〇
一
頁

︶︒

日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
神
職
の
研
究
︵
北
本
︶
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社
役
人

社
役
人
は
中
世
に
は
宮
奉
行
と
称
し
て
︵
同
本
︑
一

〇
二
頁

︶
宮
中
の
番

所
に
詰
め
︑
宮
中
の
諸
事
を
担
当
し
︑
事
柄
に
よ
っ
て
は
諸
役
所
に
出

向
き
掛
け
合
う
こ
と
を
行
っ
て
い
た
︒
社
役
人
︵

︶
と
い
う
建
物
が
存
在
し

12

た
こ
と
か
ら
︑
番
所
は
こ
の
建
物
と
思
わ
れ
る
︒

青
侍

せ
い
じ

青
侍
は
一
般
的
に
﹁
あ
お
ざ
む
ら
い
﹂
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
︑

貴
族
の
家
に
仕
え
る
身
分
の
低
い
侍
を
指
す
︒
六
位
の
位
袍
が
深
緑
で

あ
る
こ
と
に
よ
る
名
称
で
あ
り
︑
ま
た
未
熟
の
意
か
ら
若
く
身
分
の
低

い
侍
の
こ
と
も
い
う
︒
当
宮
の
青
侍
は
国
造
の
雑
掌
で
︑
上
﨟
の
役
も

兼
ね
て
い
た
が
︑
天
正
以
降
は
零
落
し
︑
位
階
の
み
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
に

相
当
す
る
官
職
に
就
か
ず
︑
武
芸
や
そ
の
他
技
術
を
世
襲
し
︑
九
月
の

流
鏑
馬
や
臨
時
の
神
役
︑
国
造
の
儀
式
の
折
に
は
そ
の
役
も
勤
め
る
︒

ま
た
御
家
中
に
な
っ
て
い
る
家
は
家
筋
の
勤
め
か
ら
除
外
さ
れ
る
︒

森
本
︵
二
家
︶

社
役
人
・
御
家
中

戸
口
︵
三
家
︶

家
僕
︵
二
家
︶・
御
家
中

堀
内
︵
四
家
︶

秋
月
村
・
明
寺
村
︵
二
家
︶・
有
家
村

村
垣
︵
五
家
︶

秋
月
村
・
杭
瀬
村
・
満
屋
村
︵
二
家
︶・
町

内
田
︵
一
一
家
︶

手
平
村
・
町
・
津
秦
村
︵
二
家
︶・
大
谷
新
在

家
村
︵
五
家
︶・
御
家
中
︵
二
家
︶

神
楽
座

か

ぐ

ら

ざ

秋
月
村
に
居
住
し
︑
そ
の
家
筋
は
野
志
・
千
森
の
家
で
あ
る
︒

中
世
に
は
楽
人
と
称
し
︑
伶
人
・
巫
女
・
験
子
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
︑

こ
の
当
時
は
神
子
・
験
子
・
火
焚
に
な
っ
て
い
る
︒
伶
人
が
無
く
な
る

代
わ
り
に
火
焚
と
呼
ば
れ
る
職
掌
が
あ
る
の
が
分
か
る
︒

巫
女
は
二
人
が
選
ば
れ
︑
両
家
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
︒
験
子
は
三
人

で
︑
そ
の
う
ち
一
人
が
一
﨟
の
役
で
あ
る
︒
一
﨟
と
は
神
楽
座
の
頭
の

よ
う
な
役
割
で
あ
ろ
う
︒
火
焚
は
一
人
で
︑
験
子
・
火
焚
と
も
に
野

志
・
千
森
と
あ
る
か
ら
︑
両
家
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
者
を
選
び
出

し
︑
細
か
く
に
決
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
︒

お

わ

り

に

以
上
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

一
︑

紀
伊
国
造
は
古
代
紀
伊
国
に
存
在
し
た
紀
氏
集
団
が
も
と
に
な
っ

て
お
り
︑
水
上
交
通
に
お
い
て
高
い
能
力
を
持
ち
︑
そ
れ
に
よ
り
大

和
朝
廷
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
︒
紀
伊
国
造
と
な
っ
た
後
も
出
雲
国

造
の
よ
う
に
就
任
儀
礼
が
定
め
ら
れ
て
い
た
︒
中
世
の
就
任
儀
礼
は

詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
中
で
は
国
造
が
都
の
公
家
と

対
面
し
︑
そ
の
後
官
符
を
戴
い
て
神
社
に
帰
る
途
中
の
五
箇
所
で
禊

祓
を
行
い
︑
ま
た
神
社
に
到
着
し
て
か
ら
も
七
瀬
祓
や
火
下
と
呼
ば

れ
る
儀
式
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
か
ら
国

造
は
祭
祀
者
と
し
て
奉
仕
を
始
め
る
前
に
何
度
も
禊
祓
を
行
い
徹
底

し
た
清
浄
さ
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

二
︑

中
世
の
当
宮
の
神
職
は
応
永
六
年
の
﹃
日
前
宮
文
書
太
神
宮
神
事
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記
﹄
を
見
る
と
そ
の
奉
仕
の
様
子
が
分
か
り
︑
国
造
の
他
に
上
﨟
・

中
﨟
・
下
﨟
に
分
か
れ
た
一
三
の
職
掌
が
存
在
し
た
︒
そ
れ
ら
の
中

で
︑
国
造
は
神
社
の
責
任
者
の
立
場
で
あ
る
が
︑﹃
日
前
宮
文
書
太

神
宮
神
事
記
﹄
の
中
で
は
白
冠
以
下
の
神
職
と
比
較
し
て
目
立
っ
た

奉
仕
が
見
ら
れ
な
い
︒

三
︑

一
三
の
職
掌
の
中
に
は
︑﹁
白
冠
﹂
な
ど
の
よ
う
に
︑
特
殊
な
名

称
の
職
掌
が
見
ら
れ
る
︒
白
冠
に
関
し
て
は
﹃
中
右
記
﹄
や
﹃
明
月

記
﹄
に
白
い
紙
で
作
ら
れ
た
冠
を
被
っ
て
い
た
神
職
の
記
述
が
あ

り
︑
紙
の
冠
を
被
っ
て
い
る
そ
の
姿
か
ら
︑
白
冠
と
い
う
職
掌
名
に

な
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
白
冠
は
そ
れ
に
次
ぐ
職
掌
の
人
母
と
共
に
︑

祭
祀
で
は
祝
詞
奏
上
を
奉
仕
す
る
︒

四
︑

天
正
一
三
年
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
社
殿
の
破
壊
・
神
領
の
没
収

を
さ
れ
て
以
降
︑
当
宮
の
祭
祀
・
職
掌
は
大
い
に
変
化
し
た
︒
国
造

の
下
に
は
相
見
・
大
内
人
︑
そ
の
他
の
神
職
の
八
人
に
よ
っ
て
奉
仕

さ
れ
て
お
り
︑
中
世
の
上
﨟
神
職
が
無
く
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で

あ
る
︒
ま
た
八
家
の
社
家
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
中
世
と

異
な
る
点
で
あ
る
︒

︵
注
︶

︵
１
︶
高
井
氏
が
発
表
さ
れ
た
当
宮
に
関
す
る
論
文
は
次
の
通
り
で
あ

る
︒﹁
中
世
日
前
国
懸
神
宮
の
本
殿
と
祭
祀
に
つ
い
て
﹂︵
﹃
日
本
建
築
学

会
近
畿
支
部

研
究
報
告
集
﹄︑

平
成
二
年
五
月

︶︑﹁
日
前
・
国
懸
神
宮
に
関
す
る
基
本
資
料
に
つ
い
て
﹂

︵
﹃
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
研

究
報
告
集
﹄︑
平
成
三
年
五
月

︶︑﹁
日
前
・
国
懸
神
宮
の
起
源
譚
に
つ
い
て
﹂

︵
﹃
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講

演
梗
概
集
﹄︑
平
成
三
年
九
月

︶︑﹁
日
前
・
国
懸
神
宮
の
草
宮
と
静
火
御
祭
﹂

︵
﹃
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演

梗

概
集
﹄︑
平
成
三
年
一
〇
月

︶︑﹁
中
世
日
前
・
国
懸
神
宮
の
本
殿
﹂

︵
﹃
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告

集
﹄
四
四
八
号
︑
平
成
五
年
六
月

︶︑﹁
中
世
の
神
事
か
ら
み
た
日
前
神
宮

と
国
懸
神
宮
の
相
違
点
﹂︵
﹃
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講

演
梗
概
集
﹄︑
平
成
五
年
九
月

︶︑﹁
日
前
・
国
懸

神
宮
本
殿
の
建
築
と
神
事
に
つ
い
て
﹂︵
﹃
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文

集
﹄
四
六
〇
号
︑
平
成
六
年
六
月

︶︑

﹁
中
世
に
お
け
る
日
前
・
国
懸
神
宮
の
神
事
﹂︵
﹃
神
道
及
び
神
道
史
﹄
五

二
号
︑
平
成
六
年
一
一
月

︶︑

﹁
日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
静
火
御
祭
に
つ
い
て
﹂︵
﹃
神
道
及
び
神
道
史
﹄

五
三
号
︑
平
成
八
年

三月

︶︑﹁
中
世
紀
国
造
家
の
譲
補
の
儀
に
つ
い
て
︱
五
八
代
国
造
親

文
︵
暦
応
三
年
︶
を
中
心
と
し
て
︱
﹂︵
﹃
建
築
史
論
聚
﹄︑

平
成
一
六
年
八
月

︶

︵
２
︶﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄
は
文
化
七
︵
一
八
一
〇
︶
年
に
寺

社
奉
行
宛
に
提
出
さ
れ
た
上
下
付
録
の
三
巻
の
史
料
︒
神
社
の
鎮

座
・
沿
革
そ
の
他
諸
々
の
関
係
事
項
を
記
し
て
い
る
︒
こ
れ
を
翻
刻

し
た
と
思
わ
れ
る
﹃
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸
神
宮
本
紀
大
略
﹄
は

大
正
五
年
三
月
に
出
版
さ
れ
︑
昭
和
五
九
年
一
一
月
に
﹃
復
刻
・
官

幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸
神
宮
本
紀
大
略
﹄
と
し
て
復
刻
さ
れ
た
︒
本

稿
の
﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄
は
昭
和
五
九
年
の
復
刻
版
を
利

用
す
る
︒

︵
３
︶﹃
紀
伊
続
風
土
記
﹄
は
江
戸
幕
府
よ
り
命
を
受
け
た
紀
州
藩
が
編

纂
を
し
た
紀
伊
国
の
地
誌
で
あ
る
︒
文
化
三
︵
一
八
〇
六
︶
年
よ
り

日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
神
職
の
研
究
︵
北
本
︶
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編
纂
を
開
始
し
︑
天
保
一
〇
︵
一
八
三
九
︶
年
に
完
成
し
た
︒

︵
４
︶﹃
日
前
国
懸
両
宮
大
雙
紙
﹄
は
江
戸
時
代
初
期
に
そ
の
当
時
神
社

が
所
有
し
て
い
た
個
々
の
史
料
の
全
文
あ
る
い
は
一
部
を
列
記
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
︑﹃
日
前
宮
文
書
太
神
宮
神
事
記
﹄
と
比
較
す
る

と
内
容
が
一
致
す
る
も
の
と
疑
わ
し
い
箇
所
が
見
ら
れ
る
︒

︵
５
︶
高
井
氏
は
玉
殿
に
つ
い
て
﹁
現
本
殿
の
よ
う
に
扉
で
区
画
さ
れ
た

内
陣
の
中
に
更
に
﹃
玉
殿
﹄
が
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
﹂︑﹁
少
な
く
と
も
玉
殿
の
三
側
面
が
本
殿
か
ら
独
立
し
て
い
た
﹂

︵
﹁
中
世
日
前
・
国
懸
神
宮
の
本
殿
﹂﹃
日
本
建
築
学
会
計
画

系
論
文
報
告
集
﹄
四
四
八
号
︑
平
成
五
年
六
月
︑
一
四
六
頁

︶
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

︵
６
︶﹁
西
﹂
と
﹁
南
﹂
の
崩
し
字
は
酷
似
し
て
い
る
た
め
︑
本
来
﹁
西

人
母
﹂
で
あ
る
も
の
が
﹁
南
人
母
﹂
と
写
し
間
違
え
ら
れ
た
可
能
性

も
あ
る
︒﹃
日
前
宮
文
書
太
神
宮
神
事
記
﹄・﹃
日
前
宮
神
事
記
下
巻
﹄

に
は
﹁
南
人
母
﹂
と
楷
書
で
記
述
さ
れ
て
い
た
が
︑﹃
日
前
宮
畧
神

事
記
﹄
は
崩
し
字
で
記
述
さ
れ
て
い
る
た
め
﹁
西
﹂
と
読
む
こ
と
も

可
能
で
あ
る
︒

︵
７
︶
福
島
県
安
達
郡
大
玉
村
大
山
に
は
馬
尽

ま
つ
く
し

と
い
う
字
名
が
あ
る
︒
馬

尽
人
母
も
﹁
ま
つ
く
し
﹂
と
読
む
の
か
も
し
れ
な
い
︒

︵
８
︶
静
火
御
祭
は
九
月
一
五
日
に
国
造
屋
敷
に
あ
る
敷
地
内
に
あ
る

﹁
草
宮
﹂
と
﹁
草
宮
庁
﹂
で
行
わ
れ
る
祭
祀
で
︑
惣
官
に
﹁
千
和
屋
﹂

と
呼
ば
れ
る
袖
付
き
の
上
着
を
着
せ
︑
人
母
が
そ
の
袖
に
潮
を
か

け
︑
神
事
の
最
後
に
は
惣
官
の
御
座
に
幕
を
引
い
て
人
母
が
惣
官
に

﹁
草
枕
﹂
を
献
じ
て
誦
文
を
唱
え
︑
同
じ
次
第
で
こ
れ
が
宵
と
暁
に

行
わ
れ
る
︒

︵
９
︶
堰
目
代
は
宮
井
用
水
の
灌
漑
域
に
位
置
す
る
湯
橋
荘
の
堰
の
管
理

責
任
者
の
こ
と
で
あ
る
︒
一
月
下
旬
に
湯
橋
荘
の
湯
橋
神
社
に
お
い

て
堰
祭

い
ま
つ
り

が
行
わ
れ
︑
堰
目
代
が
高
宮
の
方
を
向
い
て
祝
詞
奏
上
の

後
︑
百
姓
が
堰
溝
を
掘
る
︒

︵

︶
千
和
屋
に
つ
い
て
は
高
井
氏
は
袖
付
き
の
簡
単
な
作
り
の
衣
服
だ

10
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵
﹁
日
前
神
宮
・
国
懸
神
宮
の
静
火
御
祭
に
つ
い
て
﹂﹃
神

道
及
び
神
道
史
﹄
五
三
号
︑
平
成
八
年
三
月
︑
二
八
頁

︶︒
現

在
見
ら
れ
る
千
早
と
形
状
が
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

︵

︶
ヤ
ツ
イ
カ
ハ
ラ
ケ
は
相
嘗
祭
大
集
祭
の
条
︵
伊
藤
信
明
氏
翻

刻
本
︑
五
〇
頁

︶
に
﹁
夜

11
津
伊
加
和
羅
気
﹂
と
あ
り
︑
折
敷
の
上
に
皿
八
枚
を
据
え
︑
そ
の
中

に
一
枚
置
き
︑
中
の
皿
に
は
八
重
土
器
と
呼
ば
れ
る
土
器
が
あ
る
︒

座
上
の
相
見
が
こ
れ
を
持
ち
︑
座
下
の
相
見
が
八
の
皿
に
酒
を
中
の

皿
に
入
れ
て
︑
こ
れ
を
惣
官
に
進
め
︑
末
座
の
大
案
主
が
官
人
の
も

の
を
勤
め
る
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶﹃
紀
伊
国
名
所
図
会
﹄︵
臨
川
書
店
本
︑
初
・

二
編
︑
五
八
頁

︶
に
は
境
内
の
北
方
に
﹁
社

12
役
人
﹂
と
記
さ
れ
た
建
物
が
御
祈
祷
殿
と
並
ん
で
建
っ
て
い
る
姿
が

描
か
れ
て
い
る
︒﹃
日
前
国
懸
両
大
神
宮
書
立
﹄
の
﹁
御
再
興
後
宮

社
殿
門
之
事
﹂
に
は
﹁
社
役
人
﹂
と
い
う
建
物
は
記
述
さ
れ
て
お
ら

ず
﹁
社
役
所
一
箇
所

﹂
と
あ
る
︵
復
刻
・
官
幣
大
社
日
前
神
宮
国
懸

神
宮
本
紀
大
畧
所
収
本
︑
二
七
頁

︶︒

︵
き
た
も
と

み
ず
き
・
伊
勢
部
柿
本
神
社
権
禰
宜
︶
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